
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

論壇
1

は
じ
め
に

こ
こ
数
年
来
超
党
派
の
国
会

議
員
の
間
で
日
本
版
カ
ジ
ノ
の

解
禁
に
つ
い
て
の
種
々
の
論
議

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
カ
ジ

ノ
解
禁
に
あ
た
っ
て
は
刑
法
は

じ
め
幾
多
の
法
改
正
や
制
度
面

で
の
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
う
ち

税
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
論

述
し
て
み
た
い
と
思
う
。

わ
が
国
で
は
刑
法
1
8
5
条

（
賭
博
）、
同
1
8
6
条
（
常
習

賭
博
及
び
賭
博
場
開
帳
等
図

利
）
及
び
同
1
8
7
条
（
富
く

じ
発
売
等
）
に
よ
り
、
公
益
目

的
で
行
わ
れ
る
公
営
競
馬
等
の

他
は
賭
博
が
禁
じ
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
わ
が
国
所
得

税
法
に
お
い
て
は
、
賭
博
勝
利

金
（g

am
b
lin
g
w
in
n
i

n
g
s

）
に
つ
い
て
の
規
定
が

無
い
。

そ
も
そ
も
建
前
の
う
え
で
は

社
会
に
「
賭
博
」
が
存
在
し
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
規
定
が
無
い
の
は
む

し
ろ
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
解

禁
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
欧

米
の
「
賭
博
先
進
国
」
の
税
法

規
と
の
整
合
性
も
鑑
み
な
が
ら

所
得
の
概
念
を
改
め
て
再
構
築

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

2

ア
メ
リ
カ
連
邦
税
法
の
所
得
概
念

わ
が
国
の
所
得
税
法
に
お
い

て
は
第
21
条
1
項
に
「
所
得
を

利
子
所
得
、
配
当
所
得
〜
省
略

〜
雑
所
得
に
区
分
し
」
と
あ
る

が
、
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し

て
、
そ
も
そ
も
の
所
得
税
計
算

の
出
発
点
で
あ
る
「
所
得
」
に

つ
い
て
の
明
確
な
定
義
が
用
意

さ
れ
て
い
な
い
。
わ
が
国
は
フ

ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
と
同

様
、
法
規
範
が
「
法
典
」
と
し

て
成
立
し
て
い
る
成
文
法
体
系

（con
tin
en
tal

low

）
を

採
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
本
来
は
「
何
が
所
得
で
何

が
所
得
で
な
い
の
か
」
を
判
断

す
る
為
の
「
所
得
で
あ
る
こ
と

の
必
要
条
件
、
充
分
条
件
あ
る

い
は
必
要
充
分
条
件
」
を
法
の

中
で
定
め
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。一

方
判
例
法
体
系
（an

g
lo

-
am
erican

low

）
を
採

用
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
連
邦

税
法
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
と

同
様
に
所
得
概
念
に
つ
い
て
の

明
文
化
は
さ
れ
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
が
、
所
得
概
念
の
定
義

づ
け
は
、
租
税
の
専
門
家
の
み

な
ら
ず
、
経
済
学
者
、
政
策
立

案
者
な
ど
の
長
年
の
研
究
と
判

例
の
積
み
重
ね
に
よ
り
様
々
な

変
遷
を
経
て
今
日
に
い
た
っ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
こ
こ
で
は
、

所
得
源
泉
説
（
周
期
説
）
と
純

資
産
増
加
説
（
経
済
力
増
加

説
）
の
有
力
2
説
に
つ
い
て
述

べ
た
い
と
思
う
。

①

所
得
源
泉
説
（
周
期
説
）

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
始
ま

り
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
カ
ー

ド
、
レ
オ
ン
・
ワ
ル
ラ
ス
、
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
等

の
い
わ
ゆ
る
古
典
経
済
学
派
の

経
済
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
経
済

価
値
は
「
労
働
・
動
産
及
び
不

動
産
の
使
用
・
利
子
」
に
よ
り

生
み
出
さ
れ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
に
伴
い
イ
ギ
リ
ス
で

所
得
税
が
制
度
化
さ
れ
た
当
初

に
お
い
て
所
得
は
、
賃
貸
所
得

・
農
業
所
得
・
利
子
配
当
所
得

・
事
業
所
得
・
給
与
所
得
の
各

所
得
源
泉
と
関
連
づ
け
ら
れ
、

規
則
的
・
周
期
的
に
も
た
ら
さ

れ
る
収
入
の
み
が
所
得
と
み
な

さ
れ
て
い
た
。

②

純
資
産
増
加
説
（
経
済
力

増
加
説
）

近
代
産
業
社
会
が
拡
大
発
展

し
経
済
環
境
の
複
雑
化
が
進
む

と
、
必
然
的
に
所
得
概
念
の
拡

張
（
包
括
的
所
得
概
念
）
が
議

論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

こ
で
は
所
得
を
2
時
点
間
（
例

え
ば
暦
年
）
に
お
け
る
納
税
者

の
経
済
力
の
純
増
分
を
貨
幣
換

算
し
た
金
額
と
定
義
し
て
い

る
。
こ
の
定
義
に
従
え
ば
、
所

得
に
は
そ
の
源
泉
に
よ
る
種
類

区
分
は
存
在
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る

純
資
産
を
増
加
さ
せ
る
原
因
が

所
得
を
構
成
し
①
の
収
入
に
加

え
、
譲
渡
所
得
や
贈
与
や
相
続

に
よ
る
財
産
の
受
領
、
生
命
保

険
金
の
受
領
あ
る
い
は
賭
博
利

得
と
い
っ
た
偶
発
的
収
入
を
も

所
得
に
含
め
る
一
方
で
、
あ
ら

ゆ
る
支
払
利
息
、
譲
渡
損
失
等

も
所
得
額
算
定
に
あ
た
り
控
除

さ
れ
る
。

現
在
で
は
課
税
所
得
の
算
定

に
あ
た
っ
て
は
、
所
得
「
測

定
」
の
理
論
的
根
拠
は
②
の
純

資
産
増
加
説
を
ベ
ー
ス
に
、
所

得
「
認
識
」
の
時
期
に
つ
い
て

は
実
現
主
義
を
は
じ
め
と
す
る

企
業
会
計
の
基
準
お
よ
び
慣
行

が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。

3

連
邦
税
法
に
お
け
る
賭
博
勝
利
金
の

取
扱
い

賭
博
勝
利
金
は
「
そ
の
他
の

所
得（o

th
e
r
in
co
m
e

）」

と
し
て
総
所
得
に
算
入
さ
れ

る
。
こ
れ
に
は
、
カ
ジ
ノ
な
ど

で
得
ら
れ
た
賭
博
勝
利
金
の
み

な
ら
ず
、
州
な
ど
の
行
う
宝
く

じ
の
賞
金
も
含
ま
れ
る
。
な

お
、
賭
博
損
失
（g

am
b
lin

g
lo
sse
s

）
は
項
目
別
控

除
の
雑
控
除
で
、
当
年
度
の
賭

博
勝
利
金
を
限
度
に
控
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
賭
博

損
失
に
一
般
の
控
除
を
認
め
て

し
ま
う
と
、
不
健
全
な
ギ
ャ
ン

ブ
ル
行
為
で
無
制
限
に
税
額
を

圧
縮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
賭
博
損
失
に
つ
い
て
は
、

賭
博
勝
利
金
、
す
な
わ
ち
総
所

得
算
入
金
額
を
控
除
制
限
と
し

て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
あ
た
り
は
「
当
た
り
馬
券

の
購
入
代
金
」
し
か
控
除
を
認

め
な
い
わ
が
国
の
所
得
税
の
考

え
方
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

4

カ
ジ
ノ
の
一
般
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
事
実

上
課
税
免
除

以
上
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
所

得
概
念
と
賭
博
勝
利
金
の
扱
い

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
実

際
の
賭
博
勝
利
金
の
申
告
納
税

の
現
状
に
つ
い
て
ラ
ス
ベ
ガ
ス

を
例
に
述
べ
て
み
た
い
と
思

う
。カ

ジ
ノ
で
は
1
千
万
円
以
上

の
お
金
を
使
う
客
は
ハ
イ
ロ
ー

ラ
ー
と
呼
ば
れ
、
1
0
0
万
ド

ル
以
上
、
す
な
わ
ち
億
単
位
の

お
金
を
使
う
客
は
「
ホ
エ
ー
ル

（
ク
ジ
ラ
）」と
呼
ば
れ
る
。カ
ジ

ノ
産
業
で
は
、
売
り
上
げ
の
七

割
、
八
割
は
ハ
イ
ロ
ー
ラ
ー
や

ホ
エ
ー
ル
に
よ
る
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
大
広
間
で
行

わ
れ
て
い
る
平
場
の
売
り
上
げ

よ
り
も
、
十
人
ほ
ど
し
か
い
な

い
密
室
の
よ
う
な
Ｖ
Ｉ
Ｐ
ル
ー

ム
の
売
り
上
げ
の
ほ
う
が
は
る

か
に
大
き
く
な
る
。
彼
等
Ｖ
Ｉ

Ｐ
は
あ
ら
か
じ
め
カ
ジ
ノ
ホ
テ

ル
に
億
単
位
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト

（
保
証
金
）を
積
み
、
ホ
テ
ル
は

そ
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
か
ら
航
空
機

の
手
配
、
宿
泊
の
諸
費
用
、
チ

ッ
プ
の
購
入
・
精
算
を
行
い
収

支
明
細
書
を
作
成
す
る
の
で
、

申
告
は
そ
の
収
支
明
細
書
を
会

計
士
に
渡
す
だ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
Ｖ
Ｉ
Ｐ
専

用
ホ
テ
ル
で
は
1
億
円
以
下
の

「
少
額
」の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
は
受
け

付
け
て
く
れ
な
い
の
で
、
一
般

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
例
え
本
人
に

そ
の
意
思
が
あ
っ
て
も
申
告
納

税
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。

最
近
わ
が
国
で
は
裁
判
所

が
、
年
間
所
得
数
千
万
程
度
の

競
馬
常
習
者
の
「
商
い
」
に
「
事

業
的
規
模
で
あ
る
」
と
の
判
決

を
下
し
た
が
、
近
代
国
家
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
そ

も
そ
も
個
人
の
商
い
に
つ
い
て

お
上
（
司
法
当
局
、
課
税
庁
）

に
、「
事
業
」
で
あ
る
か
否
か

の
判
断
を
仰
ぐ
と
い
う
発
想
が

無
い
。「
申
告
納
税
が
可
能
で

あ
る
者
」
と
「
不
可
能
者
」
の

振
り
分
け
は
、
デ
ポ
ジ
ッ
ト
を

受
け
付
け
る
ホ
テ
ル
側
の
裁
量

に
委
ね
る
と
い
う
あ
る
意
味

「
近
代
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
洗

練
さ
れ
た
実
務
的
対
応
」
が
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

し
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
に
つ
い
て

は
他
の
ゲ
ー
ム
と
扱
い
が
異
な

る
の
で
そ
の
詳
細
は
以
下
で
述

べ
る
。

5

賭
博
勝
利
金
の
日
米
の
取
扱
い
の

差
違

（
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
は
課

税
、
パ
チ
ン
コ
は
？
）

ラ
ス
ベ
ガ
ス
で
は
ス
ロ
ッ
ト

マ
シ
ン
で
の
大
当
た
り
の
み
が

課
税
対
象
に
な
る
。
通
常
3
千

ド
ル
（
約
36
万
円
程
度
）
以
上

の
大
当
た
り
の
場
合
、
約
25
％

〜
35
％
程
度
（
居
住
者
と
非
居

住
者
で
税
率
が
異
な
る
。）
の

源
泉
税
が
控
除
さ
れ
る
。
ま
た

数
千
万
円
、
数
億
円
規
模
の
メ

ガ
ヒ
ッ
ト
の
場
合
は
受
取
方
式

（
年
金
形
式
に
よ
る
分
割
払
い

か
も
し
く
は
一
括
払
い
か
）
を

選
択
し
控
除
税
額
は
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
。
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
は

「
Ｒ
Ｎ
Ｇ
」（ran

d
o
m
n

u
m
b
e
r
g
e
n
e
rato
r

）

と
い
う
偶
然
の
数
字
を
つ
く
っ

て
い
く
た
め
の
装
置
が
入
っ
て

い
る
。
還
元
率
は
90
％
〜
98
％

に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

く
、
そ
う
い
う
基
準
が
届
け
出

通
り
に
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

か
賭
博
管
理
委
員
会
が
厳
密
に

審
査
し
て
い
る
。
い
わ
ば
ス
ロ

ッ
ト
マ
シ
ン
は
「
賭
博
」
と
い

う
よ
り
「
富
く
じ
」（
機
械
式

の
）
に
近
い
形
態
で
あ
る
た

め
、
ル
ー
レ
ッ
ト
や
カ
ー
ド
ゲ

ー
ム
等
の
「
賭
博
」
と
は
税
の

取
扱
い
が
異
な
る
。

一
方
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
も
な
け
れ
ば
遊

戯
で
も
な
い
曖
昧
な
位
置
づ
け

に
あ
る
パ
チ
ン
コ
は
、
警
察
庁

と
警
察
族
と
呼
ば
れ
る
国
会
議

員
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
。

市
場
流
通
性
の
無
い
特
殊
景
品

を
媒
体
と
す
る
「
三
店
方
式
」

は
「
法
律
を
欺
く
レ
ト
リ
ッ

ク
」
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
近

い
将
来
、
カ
ジ
ノ
の
ス
ロ
ッ
ト

マ
シ
ン
に
対
し
て
は
課
税
を
行

い
、
パ
チ
ン
コ
の
換
金
に
対
す

る
課
税
を
見
逃
せ
ば
、
わ
が
国

に
お
け
る
税
体
系
の
整
合
性
が

著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

6

終
わ
り
に
あ
た
っ
て

以
上
の
考
察
か
ら
、
日
本
版

カ
ジ
ノ
解
禁
に
際
し
て
大
き
な

問
題
と
な
る
の
は
、
賭
博
損
失

金
の
収
入
か
ら
の
控
除
を
ど
こ

ま
で
認
め
る
か
、
そ
し
て
、
パ

チ
ン
コ
の
出
玉
の
換
金
に
際
し

て
の
源
泉
課
税
の
実
施
の
2
点

で
あ
ろ
う
。
特
に
後
者
に
お
い

て
は
政
官
の
癒
着
や
国
際
問
題

が
存
す
る
業
界
に
課
税
の
メ
ス

を
入
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
実
施
に
は
相
当
の
困

難
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
け

れ
ば
日
本
版
カ
ジ
ノ
の
実
現
も

ま
た
あ
り
え
な
い
と
確
信
し
て

い
る
。

最
後
に
、
過
去
ラ
ス
ベ
ガ
ス

渡
航
歴
通
算
三
十
数
度
の
経
験

を
持
ち
、
本
稿
の
執
筆
に
際
し

全
面
的
に
取
材
に
協
力
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
Ｍ
社
長
に
、
こ

の
場
を
か
り
て
厚
く
御
礼
申
し

あ
げ
ま
す
。
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